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１．はじめに
　本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、英国の知
的財産制度のうち、意匠制度を中心に解説する。

２．総論
　英国の知的財産法のうち、意匠制度については、

特許制度と同様に、その歴史は古い。当初は、最初
の意匠制度として、1787年に、「意匠保護条例」が制
定され、織物意匠に２か月間の専用権が付与される
ことになった。
　英国の意匠制度は、その後、改正を重ね、1949年
に「意匠法」（登録意匠制度）が制定され、現在の意
匠法の基礎が形成された。ただし、当時、この意匠
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法は、ある程度の保護のみを必要とする意匠を製造
する企業にとっては、メリットが少なく、登録に関
する形式についても負担になっていたようである。
　そこで、1968年の「意匠・著作権法」を経て、1988 
年に「著作権・意匠・特許法」が制定され、この法
律の中で、非登録意匠制度が規定されることになっ
た。こうして、英国では、1949年の「登録意匠制度」
と共に、1988年の「非登録意匠制度」が併存するこ
とになり、現在に至っている。

３．意匠制度（登録意匠制度）
　英国の意匠制度（登録意匠制度）は、「意匠法」と
して、1949年に成立した後、1988年に一部改正され、
2001年に欧州意匠指令を受けて大幅改正され、その
後、2006年の一部改正など、いくつかの改正を経て、
現在に至っている。ここでは、この改正法に基づい
て、英国の意匠制度（登録意匠制度）について解説
する。（以下、括弧書の条文は、特に指示がない限り、
英国の「意匠法」の条文を示す。）
（１）保護対象

「意匠」は、「製品全体又はその一部の外観であっ
て、特に、その製品の線、輪郭、色彩、形状、織
り方若しくは素材又は装飾の特徴に起因するも
の」と定義されている（１条（２））。

また、「製品」とは、「コンピュータ・プログラ
ム以外の工業的又は手工芸的品目のすべて」を意
味し、「包装、外装、図示された記号、印刷用の
活字書体及び複合製品を組み立てるための部品」
を含むことが規定されている（１条（３））。

なお、部分意匠制度が採用されている。

（２）登録要件

①新規性・独自性

意匠の登録要件については、「意匠が新規性
及び独自性を有している限りにおいて、その意
匠は保護される」ことが規定されている（１B
条（１））。

新規性については、「基準日（出願日又は優
先日）前に、ある意匠と同一の意匠又は重要で
ない細部においてのみ特徴が異なる意匠が、公
衆の利用に供されていなかった場合」は、そ
の意匠は新規性を有する（１B条（２））。なお、

意匠が基準日前に発表され、展示され、取引に
使用され、又はそれ以外の方法で開示されてお
り、かつ、その開示が、新規性喪失の例外に該
当しない場合には、その意匠は公衆の利用に供
されているものとされる（１B条（５））。

独自性については、「ある意匠が与える全体
的印象が、基準日前に公衆の利用に供されてい
た意匠が与えていた全体的印象と異なっている
場合」は、その意匠は独自性を有する（１B条

（３））。なお、意匠が独自性を有している程度
を決定するに当たっては、創作者の意匠創作に
おける自由度が考慮される（１B条（４））。
＜解説＞

英国の意匠法において、工業上利用可能性、
創作非容易性は登録要件ではないが、日本の意
匠法においては、工業上利用可能性、創作非容
易性は登録要件に含まれている（日本国意匠法
３条１項、２項）。
②新規性喪失の例外

次の事情における開示は、新規性を喪失しな
い（１B条（６））。

（a）欧州経済地域において事業を営んでおり、
それに関連している分野の熟練者にとって、
通常の営業過程において、基準日前に合理的
には知られる可能性がなかった開示

（b）秘密保持の条件（明示的であるか黙示的で
あるかを問わない）の下で、意匠創作者又は
その権原承継人以外の者への開示

（c）基準日直前の12月の期間内に、意匠創作者
又はその権原承継人による開示

（d）意匠創作者又はその権原承継人によって与
えられた情報又はそれ以外の行為の結果とし
て、基準日直前の12月の期間内に、意匠創作
者又はその権原承継人以外の者による開示

（e）意匠創作者又はその権原承継人に対する濫
用の結果として、基準日直前の12月の期間内
に行われた開示

＜解説＞

新規性喪失の例外の対象については、英国と
日本で異なる規定が置かれているが、新規性喪
失の例外期間については、英国は「12月」（１年）
であり、日本と同じである（日本国意匠法４条）。


